
後志 15 町村連携地域における行政職員研修等に関する協定書 

 

島牧村、寿都町、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、共和

町、岩内町、泊村、古平町、仁木町、余市町及び赤井川村（以下「連携町村」という。）

は、連携地域の形成に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、北海道が定める広域連携加速化事業推進要綱（令和２年７月 14

日行連第 67 号）に基づき、連携町村が相互に連携を図りながら、必要な生活機能の

確保及び地域の活性化を図り、安心して暮らせる圏域を形成することを目的とする。 

 

（基本方針） 

第２条 連携町村は、前条に規定する目的の達成のため、次条に規定する政策分野の取

組みにおいて、相互に役割を分担して連携し、又は協力するものとする。 

 

（連携する取組み及び役割分担） 

第３条 連携町村が取組む政策分野は、地域マネジメント能力の強化に係る政策分野と

し、当該各号における取組みの内容及び連携町村の役割は、別表に定めるとおりとす

る。 

 

（事務の執行に当たっての連携、協力及び費用負担） 

第４条 連携町村は、前条に規定する取組みを推進するため、相互に役割を分担して連

携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。 

２ 連携町村は、前条に規定する取組みを推進するために必要な費用が生じる場合は、

相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続及び人員の確保に係る負担並びに前項に規定

する費用の負担については、連携町村が協議して定めるものとする。 

 

（協定の変更） 

第５条 この協定を変更しようとする場合は、連携町村による協議により合意を得るも

のとする。 

 

（協定の廃止） 

第６条 この協定を廃止しようとする場合は、連携町村による協議により合意を得るも

のとする。 

 

 



（定めのない事項等の処理） 

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定の条項に疑義が生じた場合は、連携町 

村が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 15 通を作成し、各自その１通を保有する。 

 

 

  令和 3年（2021 年）3月 18 日 
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岩内町長 木村 清彦 

泊村長 髙橋 鉄徳 

古平町長 貞村 英之 
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余市町長 齊藤 啓輔 
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別表（第３条関係） 

 

地域マネジメント能力の強化に係る政策分野 
 

 連携町村における人材の育成 

 ○行政職員研修 

取 組 内 容 道の新規採用職員研修（接遇）を活用した町村合同研修の実施 

連 携 町 村 の 役 割 【幹事町村の役割】 

 全体調整及び総合窓口は、京極町とする。 

【幹事町村以外の役割】 

 研修への参加派遣 

備 考 令和３年度のみ、幹事町を京極町とし、令和４年度以降は連携

する他町村の中から幹事町村を決定する。 

 

連携町村の職員等の交流 

 ○行政職員交流 

取 組 内 容 道の新規採用職員研修を活用した職員交流の実施 

連 携 町 村 の 役 割 【幹事町村の役割】 

 全体調整及び総合窓口は、京極町とする。 

【幹事町村以外の役割】 

 研修への参加派遣 

備 考  

 


